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楚
辭
「
離
騷
」「
好
脩
」
管
見

二
五

一
、
は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
楚
辭
「
離
騷
」
中
の
言
辞
表
現
に
着
目
す
る

と
い
う
手
段
で
、「
離
騷
」
に
発
現
す
る
「
文
学
的
個
性
」
に
対
し

て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
こ
の
「
文
学
的
個
性
」
と
は
、
言
辞
受
容

者
に
対
し
て
「
作
為
」
や
「
作
者
」
を
想
起
さ
せ
る
要
素
と
、
ひ
と

ま
ず
定
め
て
お
く
。「
文
学
的
個
性
」
検
討
に
於
い
て
は
、
屈
原
と

い
う
個
人
に
言
辞
を
託
す
、「
属
人
的
個
性
」
に
拠
る
解
釈
と
の
峻

別
に
注
意
す
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
に
於
い
て
、「
文
学
的

個
性
」
を
検
討
す
る
際
に
、
筆
者
は
屈
原
と
い
う
個
人
の
存
在
は
問

題
と
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
言
辞
表
現
の
中
に
、
個
別
性
或
い
は
特

異
性
、つ
ま
り
「
文
学
的
個
性
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
を
採
る
。

本
稿
は
「
好
脩
」
表
現
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
離
騷
」
に

発
現
す
る
「
文
学
的
個
性
」
の
一
端
に
対
す
る
指
摘
を
試
み
る
も
の

楚
辭
「
離
騷
」「
好
脩
」
管
見

木　

村　

剛　

大

で
あ
る
。

　

古
代
に
於
け
る
「
作
為
」
や
「
作
者
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
検

討
は
、『
詩
經
』
か
ら
楚
辭
に
か
け
て
の
、
先
秦
文
学
の
様
相
を
考

え
る
端
緒
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
「
文
学
的

個
性
」
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
離
騷
」
を
検
討
対
象

と
す
る
の
は
、
言
辞
中
に
強
烈
な
情
念
の
発
露
と
い
う
独
自
性
と
、

そ
の
強
烈
な
情
念
に
基
づ
く
特
異
な
表
現
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
辞
と
「
属
人
的
個
性
」
と
が
結
び
付
く
解
釈
が
、
中

国
文
学
史
上
、
早
期
の
段
階
で
確
認
さ
れ
る
の
が
「
離
騷
」
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

楚
辭
「
離
騷
」
に
於
い
て
、「
余
」
に
反
俗
の
性
質
を
見
出
す
場
合
、

「
余
」
と
「
俗
」
と
の
区
分
は
、「
好
脩
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点

に
あ
ろ
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
楚
辭
「
離
騷
」「
俗
」
義

初
探
」（『
國
學
院
中
國
學
會
報
第
六
十
七
輯
』・
國
學
院
大
學
中
國



二
六

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

學
會
・
令
和
三
年
十
二
月
）
に
於
い
て
既
に
指
摘
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
上
掲
の
拙
稿
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
離
騷
」

に
於
け
る
「
好
脩
」
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
す
な
わ
ち
端
的

に
言
え
ば
、「
離
騷
」
に
於
い
て
、
反
俗
な
る
「
余
」
を
前
提
と
し

た
場
合
、「
好
脩
」
が
い
か
な
る
特
徴
を
有
す
る
表
現
で
あ
る
か
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
問
題
の
所
在
で
あ
る
。

　

以
下
、
楚
辭
各
篇
の
底
本
に
は
、『
屈
原
集
校
注
』（
金
開
誠
等
著
・

中
華
書
局
・
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
・
一
九
九
六
年
）、
及
び
『
楚

辭
集
校
』（
黄
靈
庚
集
校
・
上
海
古
籍
出
版
社
・
二
〇
〇
九
年
）
を

適
宜
参
照
し
た
。

二
、
先
行
研
究
に
つ
い
て

　
「
離
騷
」
に
於
け
る
「
脩
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
殷
光
熹
氏
『
楚
辞
論
叢
』（
雲
南

人
民
出
版
社
・
二
〇
一
四
年
）
に
所
収
の
論
稿
「『
離
騷
』〝
修
〟
字

例
釈
」（
該
書
九
七
頁
か
ら
一
〇
一
頁
）
が
あ
る（
１
）。

殷
氏
は
、「
修
」

字（
２
）の
用
例
に
つ
い
て
、「
修
能
」・「
修
名
」・「
修
姱
」・「
復
修
」・「
信

修
」・「
蹇
修
」・「
前
修
」・「
靈
修
」・「
修
遠
」・「
好
修
」
を
挙
げ
る
。

殷
氏
は
各
用
例
に
つ
い
て
、
楚
辭
の
他
篇
で
の
例
や
、
そ
の
他
の
文

献
の
例
を
挙
げ
て
言
及
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
好
修
」
に
対
し

て
は
、〝

好
〟、
喜
好
也
。 

〝
好
修
〟、
好
為
修
飾
、
如
芰
荷
為
衣
、
芙

蓉
為
裳
、
高
冠
長
佩
之
類
、
實
際
是
指
好
修
美
德
以
為
常
行
。

�

（
該
書
一
〇
〇
頁
）

右
の
よ
う
な
言
及
に
留
ま
り
、「
好
修
美
德
」
と
示
す
の
み
で
あ
る
。

他
の
「
修
」
を
含
む
語
に
つ
い
て
は
、『
詩
經
』・『
莊
子
』・『
戰
國
策
』

な
ど
か
ら
、そ
の
用
例
を
丁
寧
に
挙
げ
る
が
、「
好
修
」
に
つ
い
て
は
、

用
例
数
も
多
く
な
い
た
め
か
、
上
掲
の
指
摘
の
み
に
留
ま
る
。
し
か

し
な
が
ら
、「
好
修
」
と
「
美
德
」
と
が
並
列
す
る
殷
氏
の
指
摘
は

注
目
に
値
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」

と
は
、「
余
」
が
自
己
と
他
者
と
を
区
別
す
る
要
素
を
有
す
る
と
想

定
さ
れ
る
。
ま
た
、「
好
脩
」
と
は
「
余
」
の
「
獨
」
な
る
状
態
を

も
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
殷
氏
の
指
摘
か
ら
は
「
美
德
」
の
具
体
的

内
容
は
示
さ
れ
な
い
が
、
殷
氏
は
「
好
脩
」
に
「
美
德
」
を
読
み
取

り
、そ
れ
ら
を
「
常
行
」
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
対
し
て
、「
余
」

に
と
っ
て
の
自
他
の
区
別
の
基
準
を
認
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
た
、
小
南
一
郎
博
士
は
『
楚
辞
と
そ
の
注
釈
者
た
ち
』（
朋
友

書
店
・
二
〇
〇
三
年
）「
第
一
章 

楚
辞
の
時
間
意
識
」
に
於
い
て
、「
恐

脩
名
之
不
立
」
句
の
「
脩
名
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。
長
く
な
る
が
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
た
め
引
用
す
る
。



楚
辭
「
離
騷
」「
好
脩
」
管
見

二
七

　
〝
脩
名
〟
は
、
良
き
名
と
釈
さ
れ
る
が
、
世
間
的
な
名
声
の

意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
脩
・
修
の
字
は
、
長
い
と
い
う
の
が

元
来
の
意
味
だ
と
さ
れ
、
楚
辞
文
藝
の
中
で
、
価
値
的
な
形
容

語
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
〝
霊
脩
〟
の
語
が

見
え
た
が
、
こ
の
段
に
も
、
古
い
時
代
の
優
れ
た
人
物
の
意
で

〝
前
脩
〟
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
脩
・
修
は
、
聖
な
る
も
の
、

永
遠
に
価
値
を
持
つ
も
の
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
脩
が
長
い
と
釈
さ
れ
る
、
そ
の
長
さ
は
、
永
遠
、
無
限

大
に
つ
な
が
る
長
さ
な
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
秦
の
始
皇

帝
が
建
て
た
会
稽
山
碑
文
（
史
記
秦
始
皇
本
紀
）
に
、「
皇
帝

は
す
ば
ら
し
い
功
績
を
立
て
、
天
下
を
統
一
し
、
そ
の
德
恵
は

修
長
で
あ
る
（
皇
帝
休
烈
、
平
一
宇
内
、
德
恵
修
長
）」
と
あ

る
修
長
の
語
に
は
、
い
つ
ま
で
も
、
永
遠
に
と
い
う
意
味
が
こ

め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
〝
脩
名
〟
を
立
て
た
い
と
い
う
の
は
、
過
ぎ
ゆ
く
時
間
の
中

に
あ
り
な
が
ら
も
、
永
遠
な
る
も
の
の
上
に
自
分
の
存
在
を
刻

み
こ
み
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
主
人
公
が
則

る
の
は
、
前
の
世
に
あ
っ
て
、
す
で
に
永
遠
な
る
も
の
に
参
入

で
き
た
人
々
の
〝
遺
則
〟
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
俗
と
は

異
な
る
価
値
観
を
信
奉
す
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
人
々
の
理

解
は
得
ら
れ
ず
、
主
人
公
は
〝
此
の
時
〟
の
中
で
は
行
き
詰
ま

り
、
孤
独
で
あ
り
、
深
い
憂
い
に
沈
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

�

（
該
書
一
三
九
頁
）

小
南
博
士
は
、「
長
い
」
と
い
う
「
脩
」
元
来
の
意
味
を
「
永
遠
、

無
限
大
に
つ
な
が
る
長
さ
」
と
捉
え
、
そ
こ
に
主
人
公
の
「
永
遠
」

へ
の
冀
求
を
見
出
す
。
そ
れ
に
従
い
、「
脩
」
を
「
聖
な
る
も
の
、

永
遠
に
価
値
を
持
つ
も
の
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
」
と
推
測
し
、

加
え
て
、「
脩
」
を
冀
求
し
た
代
償
と
し
て
の
、
主
人
公
の
「
孤
独
」

ま
で
指
摘
す
る
。
筆
者
は
小
南
博
士
の
以
上
の
指
摘
に
は
大
い
に
啓

発
さ
れ
た
。「
脩
」
に
つ
い
て
の
大
筋
の
理
解
は
、
充
分
に
首
肯
す

る
に
足
り
得
る
。
小
南
博
士
の
指
摘
す
る
「
世
俗
と
は
異
な
る
価
値

観
」
が
、
楚
辭
「
離
騷
」
に
於
け
る
「
文
学
的
個
性
」
の
根
幹
で
あ

る
と
筆
者
は
想
定
す
る
。「
脩
」
の
冀
求
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
好
脩
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
余
」
は
「
孤
独
」
と
い
う
代
償
を
負
う

の
で
は
な
い
か
。
次
項
以
下
、
先
秦
文
献
の
一
部
と
「
離
騷
」
と
の

「
好
脩
」
表
現
を
比
較
し
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
表
現
の
特

徴
を
述
べ
る
。

三
、『
荀
子
』「
好
修
正
」
に
み
る
対
比
表
現

　

先
秦
時
代
に
於
け
る
諸
子
文
献
に「
好
脩
」の
用
例
を
み
る
と
、『
荀

子
』
に
二
箇
所
確
認
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
よ
う（
３
）。
ま
ず



二
八

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

は
卷
四
「
儒
效
篇
第
八
」
の
用
例
で
あ
る
。

以
從
俗
爲
善
、
以
貨
財
爲
寶
、
以
養
生
爲
己
至
道
、
是
民
德
也
。

行
法
至
堅
、
不
以
私
欲
亂
所
聞
、
如
是
、
則
可
謂
勁
士
矣
。
行

法
至
堅
、
好
修
正
其
所
聞
以
橋
飾
其
情
性
、
其
言
多
當
矣
而
未

諭
也
、
其
行
多
當
矣
而
未
安
也
、
其
知
慮
多
當
矣
而
未
周
密
也
、

上
則
能
大
其
所
隆
、
下
則
能
開
道
不
己
若
者
、
如
是
、
則
可
謂

篤
厚
君
子
矣
。
修
百
王
之
法
若
辨
白
黑
、
應
當
時
之
變
若
數

一
二
、
行
禮
要
節
而
安
之
若
生
四
枝
、
要
時
立
功
之
巧
若
詔
四

時
、
平
正
和
民
之
善
、
億
萬
之
衆
而
博
若
一
人
、
如
是
、
則
可

謂
聖
人
矣
。

俗
に
從
ふ
を
以
て
善
と
爲
し
、
貨
財
を
以
て
寶
と
爲
し
、
生
を

養
ふ
を
以
て
己
の
至
道
と
爲
す
は
、
是
れ
民
の
德
な
り
。
行
ひ

は
法た
だ

し
く
至
こ
こ
ろ
ざ
しは
堅
く
、
私
欲
を
以
て
聞
く
所
を
亂
さ
ず
、
是

く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則
ち
勁
士
と
謂
ふ
べ
し
。
行
ひ
は
法
し

く
至
は
堅
く
、
好
ん
で
其
の
聞
く
所
を
修
正
し
て
以
て
其
の
情

性
を
橋
飾
し
、
其
の
言
は
多
く
當
る
も
而
も
未
だ
諭
ら
ず
、
其

の
行
は
多
く
當
る
も
而
も
未
だ
安
か
ら
ず
、
其
の
知
慮
は
多
く

當
る
も
而
も
未
だ
周
密
な
ら
ず
、
上
は
則
ち
能
く
其
の
隆た
ふ
とぶ
所

を
大
に
し
、
下
は
則
ち
能
く
己
に
若
か
ざ
る
者
を
開
道
す
、
是

く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則
ち
篤
厚
の
君
子
と
謂
ふ
べ
し
。
百
王

の
法
を
修
む
る
こ
と
白
と
黑
と
を
辨
ず
る
が
ご
と
く
、
當
時
の

變
に
應
ず
る
こ
と
一
二
を
數
ふ
る
が
ご
と
く
、
禮
を
行
ひ
節
を

要む
か

へ
て
之
に
安
ず
る
こ
と
四
枝
を
生め
ぐ

ら
す
が
ご
と
く
、
時
を
要

へ
て
功
を
立
つ
る
の
巧
な
る
こ
と
四
時
を
詔つ

ぐ
る
が
ご
と
く
、

平
正
和
民
の
善
は
、
億
萬
の
衆
に
し
て
博も
つ
ぱら
な
る
こ
と
一
人
の

ご
と
し
。
是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則
ち
聖
人
と
謂
ふ
べ
し
。

右
は
「
民
德（
４
）」・「

勁
士
」・「
君
子
」・「
聖
人
」
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を

順
に
並
べ
て
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。「
好
修
正
」
の
語
は
、「
君
子
」

の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
に
確
認
さ
れ
る
。「
君
子
」
の
性
質

を
示
す
部
分
で
「
好
修
正
」
が
用
い
ら
れ
る
点
、「
君
子
」
と
「
從
俗
」

な
る
「
民
德
」
と
の
性
質
の
相
違
が
表
現
さ
れ
る
点
に
筆
者
は
注
目

す
る
。
こ
の
二
点
は
、「
離
騷
」
と
共
通
す
る
「
好
脩
」
表
現
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
余
」
は
、
自
己
が
他
者

よ
り
優
れ
た
者
と
し
て
自
己
誇
尚
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
余
」
は
、

他
者
と
は
異
質
な
存
在
と
し
て
自
己
を
認
識
す
る
。そ
れ
は
例
え
ば
、

「
離
騷
」
に
於
け
る
以
下
の
句
に
看
取
さ
れ
よ
う
。

民
生
各
有
所
樂
兮　

民
生
各
〻
樂こ
の

む
所
有
り

余
獨
好
脩
以
爲
常　

余 

獨
り
脩
を
好
ん
で
以
て
常
と
爲
す

こ
の
両
句
か
ら
は
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
余
」
が
、自
己
を
「
民
生
」

の
一
部
と
し
て
は
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
余
」

と
「
民
生
」
と
の
区
別
は
、「
離
騷
」
に
於
い
て
は
「
好
脩
以
爲
常
」

に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
俗
」
や
「
民
生
」
と



楚
辭
「
離
騷
」「
好
脩
」
管
見

二
九

の
相
違
点
と
し
て
、「
好
脩
」
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
離
騷
」
と
『
荀

子
』
卷
四
「
儒
效
篇
第
八
」
と
の
共
通
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う（
５
）。「
好

脩
」
が
他
者
と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
自
己
規
定
の
一
要
件
と
し
て
表

現
さ
れ
る
例
が
確
認
で
き
た
。
次
に
『
荀
子
』
卷
七
「
王
覇
篇
第

十
一
」
の
例
を
確
認
す
る
。

傷
國
者
何
也
。
曰
、
以
小
人
尚
民
而
威
、
以
非
所
取
於
民
而
巧
、

是
傷
國
之
大
災
也
。
大
國
之
主
也
、
而
好
見
小
利
、
是
傷
國
。

其
於
聲
色
・
臺
謝
・
園
囿
也
、
愈
厭
而
好
新
、
是
傷
國
。
不
好

修
正
其
所
以
有
、
啖
啖
常
欲
人
之
有
、
是
傷
國
。
三
邪
者
在
匈

中
、
而
又
好
以
權
謀
傾
覆
之
人
斷
事
其
外
、
若
是
、
則
權
輕
名

辱
、
社
稷
必
危
、
是
傷
國
者
也
。
大
國
之
主
也
、
不
隆
本
行
、

不
敬
舊
法
、
而
好
詐
故
、
若
是
、
則
夫
朝
廷
羣
臣
亦
從
而
成
俗

於
不
隆
禮
義
而
好
傾
覆
也
。
朝
廷
羣
臣
之
俗
若
是
、
則
夫
衆
庶

百
姓
亦
從
而
成
俗
於
不
隆
禮
義
而
好
貪
利
矣
。
君
臣
上
下
之
俗

莫
不
若
是
、
則
地
雖
廣
、
權
必
輕
、
人
雖
衆
、
兵
必
弱
、
刑
罰

雖
繁
、
令
不
下
通
。
夫
是
之
謂
危
國
、
是
傷
國
者
也
。

國
を
傷
つ
く
る
者
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
小
人
を
以
て
民
に
尚
と

し
て
威
あ
ら
し
め
、
非
所
を
以
て
民
よ
り
取
り
て
巧
な
る
は
、

是
れ
國
を
傷
つ
く
る
の
大
災
な
り
。
大
國
の
主
な
る
も
、
好
ん

で
小
利
を
見
る
は
、
是
れ
國
を
傷
つ
く
。
其
の
聲
色
・
臺
謝
・

園
囿
に
於
け
る
や
、
愈
〻
厭
き
て
新
を
好
む
は
、
是
れ
國
を
傷

つ
く
。
其
の
有
す
る
所
以
を
修
正
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
し
て
、

啖
啖
と
し
て
常
に
人
の
有
を
欲
す
る
は
、
是
れ
國
を
傷
つ
く
。

三
邪
な
る
者
匈
中
に
在
り
て
、
而
も
又
好
ん
で
權
謀
・
傾
覆
の

人
を
以
て
事
を
其
の
外
に
斷
ぜ
し
む
、是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、

則
ち
權
は
輕
く
名
は
辱
め
ら
れ
、
社
稷
必
ず
危
ふ
し
、
是
れ
國

を
傷
つ
く
る
者
な
り
。
大
國
の
主
な
る
も
、
本
行
を
隆た
ふ
とば

ず
舊

法
を
敬
せ
ず
し
て
、
詐
故
を
好
む
、
是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、

則
ち
夫
の
朝
廷
羣
臣
も
、
亦
從
ひ
て
俗
を
禮
義
を
隆
ば
ず
し
て

傾
覆
を
好
む
に
成
す
、朝
廷
羣
臣
の
俗
是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、

則
ち
夫
の
衆
庶
百
姓
も
、
亦
從
ひ
て
俗
を
禮
義
を
隆
ば
ず
し
て

貪
利
を
好
む
に
成
す
。
君
臣
上
下
の
俗
、
是
く
の
ご
と
く
な
ら

ざ
る
こ
と
莫
け
れ
ば
、
則
ち
地
廣
し
と
雖
も
權
必
ず
輕
く
、
人

衆お
ほ

し
と
雖
も
兵
必
ず
弱
く
、刑
罰
繁
し
と
雖
も
令
下
に
通
ぜ
ず
。

夫
れ
是
れ
を
之
れ
危
國
と
謂
ふ
。是
れ
國
を
傷
つ
く
る
者
な
り
。

こ
こ
で
の
「
修
正
」
は
、
宋
本
で
は
「
循
正
」
と
あ
る
が
、
廬
文
弨

に
従
い
改
め
た（
６
）。

右
に
於
け
る
「
修
正
其
所
以
有
」
は
「
欲
人
之
有
」

と
対
に
な
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
所
有
を
欲
せ
ず
、
自
身
の
所
有
を

「
修
正
」
す
る
こ
と
で
、「
傷
國
」
を
避
け
得
る
。
当
該
部
分
は
、「
傷

國
者
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
り
、「
傷
國
者
」
は
「
修
正
」

を
好
ま
な
い
と
表
現
さ
れ
る
。「
儒
效
篇
第
八
」の
例
と
同
様
に
、「
王

覇
篇
第
十
一
」
の
「
好
修
正
」
も
、
価
値
的
な
形
容
語
で
は
な
い
。
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そ
の
た
め
『
荀
子
』
の
「
好
修
正
」
と
「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
に
於

け
る
「
脩
」
と
が
同
義
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

は
「
傷
國
者
」
が
「
不
好
修
正
」
と
表
現
さ
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

先
掲
の
「
儒
效
篇
第
八
」
の
用
例
で
は
、「
君
子
」
の
性
質
が
「
好

修
正
」
と
さ
れ
、「
王
覇
篇
第
十
一
」
の
用
例
で
は
、「
傷
國
者
」
の

性
質
が
「
不
好
修
正
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
儒
效
篇
第
八
」
の

用
例
は
「
從
俗
」
す
る
「
民
」
と
の
対
立
項
と
し
て
「
好
修
正
」
が

表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
荀
子
』
に
於
け
る
「
好
修
正
」
は
、「
民
」

と
は
異
な
る
「
君
子
」
の
性
質
と
し
て
表
現
さ
れ
、「
不
好
修
正
」
は
、

「
傷
國
者
」
の
性
質
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
荀
子
』
に
み

る
「
好
修
正
」
は
価
値
的
な
形
容
語
で
は
な
い
が
、
文
脈
に
従
っ
て

解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
語
か
ら
は
明
ら
か
な
価
値
判
断
が
読
み
取

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
価
値
判
断
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
離
騷
」
に

於
け
る
「
好
脩
」
の
語
に
見
出
し
得
る
価
値
判
断
と
も
共
通
す
る
。

「
離
騷
」　

余
＝
「
好
脩
」　　

　
　
　
　

俗
＝
非
「
好
脩
」

『
荀
子
』　

君
子
＝
「
好
修
正
」（「
儒
效
篇
第
八
」）

　
　
　
　

傷
國
者
＝
「
不
好
修
正
」（「
王
覇
篇
第
十
一
」）

右
の
よ
う
に
、「
脩
」
を
軸
と
し
た
「
余
」
対
「
俗
」、「
君
子
」
対
「
傷

國
者
」、
と
い
う
二
者
を
示
す
対
比
表
現
の
面
で
、「
離
騷
」
と
『
荀

子
』
と
の
「
好
脩
」
表
現
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、『
荀
子
』
に
於
い
て
は
、「
離
騷
」
の
よ
う
に
「
好
脩
」
で

表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
「
好
修
正
」
の
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
両
者
の
内
容
の
比
較
検
討
に
は
立
ち
入
ら

ず
、「
好
脩
」
周
辺
の
対
比
表
現
と
い
う
点
に
於
け
る
比
較
に
留
め

た
い
。
ま
た
、「
脩
」
と
「
正
」
と
が
結
び
付
く
背
景
に
つ
い
て
は
、

別
に
論
じ
る
機
会
を
得
た
い
。
以
上
の
通
り
、
先
秦
の
諸
子
文
献
中

「
好
脩
」「
好
修
」
の
用
例
は
、
管
見
の
限
り
『
荀
子
』
に
み
た
二
例

で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
、「
脩
」
の
性
質
を
認
め
得
る

対
象
は
、「
俗
」
や
「
傷
國
者
」
と
は
乖
離
し
た
存
在
で
あ
り
、
そ

の
乖
離
と
は
、
殷
氏
の
指
摘
す
る
所
の
「
美
德
」
の
有
無
を
基
準
と

し
た
区
別
に
拠
る
乖
離
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
次
に
『
詩
經
』

に
於
け
る
「
脩
」
表
現
を
確
認
す
る
。

四
、『
詩
經
』
に
於
け
る
「
脩
」
と
の
比
較

　

先
秦
の
諸
子
文
献
に
加
え
、「
離
騷
」
に
先
行
す
る
『
詩
經
』
に

於
い
て
、「
好
脩
」が
如
何
に
表
現
さ
れ
る
か
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、

『
詩
經
』
に
は
、「
好
脩
」「
好
修
」
の
用
例
は
確
認
で
き
な
い（
７
）。
諸

子
文
献
の
『
荀
子
』
の
「
好
脩
」
例
の
「
脩
」
が
価
値
的
な
形
容
語
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騷
」「
好
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」
管
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三
一

で
な
い
点
に
加
え
、『
詩
經
』
に
「
好
脩
」
例
が
確
認
で
き
な
い
点

か
ら
も
、
楚
辭
に
於
け
る
「
脩
」
と
い
う
価
値
的
な
形
容
語
が
、「
好

脩
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
例
が
稀
少
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
確
認
で

き
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
脩
」
の
用
例
に
検
討
範
囲
を
拡
大
す
る
。『
詩

經
』
に
於
け
る
「
脩
」
の
用
例
は
十
例
確
認
で
き
る
。
試
み
に
そ
れ

ら
を
分
類
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
ろ
う
。

　

①
「
脩
長
」　

②
「
脩
治
」　

③
「
脩
徳
」

ま
ず
①
「
脩
長
」
の
例
を
確
認
す
る
。「
脩
・
修
の
字
は
、
長
い
と

い
う
の
が
元
来
の
意
味
だ
と
さ
れ
」
る
と
は
、
先
に
引
用
し
た
小
南

博
士
の
指
摘
に
あ
る
。『
詩
經
』
に
於
い
て
は
、
十
例
の
「
脩
」
の

う
ち
三
例
が
「
脩
長
」
に
分
類
し
得
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
示
す
。

中
谷
有
蓷　
　
　
　
　
　

中
谷
に
蓷た
い

有
り

暵
其
脩
矣　
　
　
　
　
　

暵か
ん

と
し
て
其
れ
脩な
が

し

有
女
仳
離　
　
　
　
　
　

女
有
り
仳
離
し

條
其
歗歗
矣　
　
　
　
　
　

條
と
し
て
其
れ
歗歗
う
そ
ぶく

條
其
歗歗
矣　
　
　
　
　
　

條
と
し
て
其
れ
歗歗
く
は

遇
人
之
不
淑
矣　
　
　
　

人
の
不
淑
に
遇
へ
ば
な
り

�

國
風
・
王
風
「
中
谷
有
蓷
」

「
中
谷
有
蓷
」
の
「
脩
」
に
つ
い
て
は
、
毛
傳
で
は
「
脩
、
且
乾
也
。」

と
す
る
が
、
朱
熹
『
詩
集
傳（
８
）』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

修
、
長
也
。
或
曰
、
乾
也
、
如
脯
之
謂
修
也
。

修
は
、
長
き
な
り
。
或
い
は
曰
く
、
乾
な
り
、
脯 

之
れ
を
修

と
謂
ふ
が
如
き
な
り
、
と
。

こ
こ
で
朱
熹
の
示
す
「
修
、
長
也
。」
の
訓
詁
を
採
用
す
れ
ば
、
当

該
の
「
脩
」
は
「
脩
長
」
に
分
類
し
得
よ
う
。
こ
こ
で
の
「
長
」
と

は
、
秀
逸
な
様
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
く
、
物
理
的
な
長
さ
を
指
す
。

こ
の
他
に
「
脩
長
」
と
分
類
し
得
る
用
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の

が
あ
る
。

四
牡
脩
廣　
　
　
　
　
　

四
牡 

脩
廣

其
大
有
顒　
　
　
　
　
　

其
れ
大
に
し
て
顒ぎ
よ
うた

る
有
り

薄
伐
玁
狁　
　
　
　
　
　

薄
か
玁け
ん
い
ん狁

を
伐
ち

以
奏
膚
公　
　
　
　
　
　

以
て
膚
公
を
奏
す

有
嚴
有
翼　
　
　
　
　
　

嚴
な
る
有
り 

翼
な
る
有
り

共
武
之
服　
　
　
　
　
　

武
の
服こ
と

に
共
す

共
武
之
服　
　
　
　
　
　

武
の
服
に
共
し

以
定
王
國　
　
　
　
　
　

以
て
王
國
を
定
む

�

小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
「
六
月
」

「
四
牡
脩
廣
」
に
つ
い
て
は
、
毛
傳
に
「
脩
、
長
。
廣
、
大
也
。」
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
四
頭
の
牡
馬
の
身
体
が
大
き
く
脚
も
長
い
様
を
い

う
の
で
あ
ろ
う
。
毛
傳
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
も
「
脩
長
」
の

例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
大
雅
・
蕩
之
什
「
韓
奕
」
に
も
次
の
よ
う

に
「
脩
長
」
に
分
類
し
得
る
例
が
確
認
で
き
る
。
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四
牡
奕
奕　
　
　
　
　
　

四
牡 

奕え
き
え
き奕
と
し
て

孔
脩
且
張　
　
　
　
　
　

孔は
な
はだ
脩な
が

く
且
つ
張
な
り

韓
侯
入
覲　
　
　
　
　
　

韓
侯
入
り
て
覲ま
み

ゆ

以
其
介
圭　
　
　
　
　
　

其
の
介
圭
を
以
て

入
覲
于
王　
　
　
　
　
　

入
り
て
王
に
覲
ゆ

�

大
雅
・
蕩
之
什
「
韓
奕
」

「
韓
奕
」
の
例
も
先
の
「
六
月
」
同
様
、「
四
牡
」
の
充
実
を
表
現
す

る
語
と
し
て
「
脩
」
が
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
毛
傳
で
は
「
奕
奕
、

大
也
。」
に
加
え
、「
脩
、
長
。
張
、
大
。」
と
指
摘
さ
れ
る
。
先
に

示
し
た
①
～
③
の
三
分
類
の
う
ち
、
①
「
脩
長
」
の
み
が
形
容
語
で

あ
る
。
そ
の
内
「
六
月
」「
韓
奕
」
の
二
例
は
、対
象
と
な
る
「
四
牡
」

を
褒
誉
す
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、「
脩
」
に
は
物
理
的
な
長
さ
を
表

す
「
長
」
意
が
読
み
取
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二

例
は
共
に
対
象
の
長
さ
を
以
て
、
対
象
の
充
実
さ
を
示
す
「
脩
」
で

あ
る
。
充
実
さ
を
表
現
す
る
「
脩
」
の
性
質
に
着
眼
す
る
と
、「
脩
」

は
冀
求
対
象
と
な
り
得
よ
う
。

　
『
詩
經
』
に
於
け
る
「
脩
長
」
の
例
に
は
、
小
南
博
士
が
「
会
稽

山
碑
文
」
を
例
に
指
摘
す
る
「
永
遠
、
無
限
大
に
つ
な
が
る
長
さ
」

は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
、『
詩
經
』
と
「
離

騷
」
と
の
相
違
を
見
出
し
得
よ
う
。
こ
の
相
違
に
「
離
騷
」「
脩
」

表
現
の
独
自
性
が
表
出
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
、②
「
脩
治
」
に
分
類
し
得
る
用
例
を
確
認
す
る
。「
脩
治
」

の
用
例
は
対
象
を
も
つ
動
作
と
し
て
表
現
さ
れ
、
①
「
脩
長
」
の
よ

う
に
価
値
的
な
形
容
語
と
は
認
識
し
難
い
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ

る
。

豈
曰
無
衣　
　
　
　
　
　

豈
に
衣
無
し
と
曰
は
ん
や

與
子
同
袍　
　
　
　
　
　

子
と
袍
を
同
う
せ
ん

王
于
興
師　
　
　
　
　
　

王 

于こ
こ

に
師
を
興
す

脩
我
戈
矛　
　
　
　
　
　

我
が
戈
矛
を
脩
め

與
子
同
仇　
　
　
　
　
　

子
と
仇
を
同
う
せ
ん

豈
曰
無
衣　
　
　
　
　
　

豈
に
衣
無
し
と
曰
は
ん
や

與
子
同
澤　
　
　
　
　
　

子
と
澤
を
同
う
せ
ん

王
于
興
師　
　
　
　
　
　

王 

于こ
こ

に
師
を
興
す

脩
我
矛
戟　
　
　
　
　
　

我
が
矛
戟
を
脩
め

與
子
偕
作　
　
　
　
　
　

子
と
偕
に
作た

た
ん

豈
曰
無
衣　
　
　
　
　
　

豈
に
衣
無
し
と
曰
は
ん
や

與
子
同
裳　
　
　
　
　
　

子
と
裳
を
同
う
せ
ん

王
于
興
師　
　
　
　
　
　

王 

于こ
こ

に
師
を
興
す

脩
我
甲
兵　
　
　
　
　
　

我
が
甲
兵
を
脩
め

與
子
偕
行　
　
　
　
　
　

子
と
偕
に
行
か
ん

�

国
風
・
秦
風
「
無
衣
」

三
度
畳
詠
さ
れ
る「
脩
我
○
○
」の
句
が
、「
修
治
」に
分
類
し
た「
脩
」
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の
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
戈
矛
」・「
矛
戟
」・「
甲
兵
」
と
い
う
武

具
が
「
脩
」
の
対
象
と
な
る
。
疏
に
は
「
脩
治
我
之
戈
矛
」
と
あ
り
、

こ
こ
で
の
「
脩
」
を
「
脩
治
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
②
の

分
類
を
「
脩
治
」
と
し
た
。
文
脈
に
於
い
て
は
整
備
・
準
備
な
ど
の

意
で
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
「
無
衣
」
の
例
と
同
様
に
、「
脩
治
」、

す
な
わ
ち
整
備
の
意
で
捉
え
ら
れ
る
「
脩
」
の
用
例
を
以
下
に
挙
げ

る
。

作
之
屏
之　
　
　
　
　
　

之
れ
を
作
し
之
れ
を
屏
す
る
は

其
菑
其
翳　
　
　
　
　
　

其
の
菑 
其
の
翳

脩
之
平
之　
　
　
　
　
　

之
れ
を
脩
め
之
れ
を
平
ぐ
る
は

其
灌
其
栵栵　
　
　
　
　
　

其
の
灌 

其
の
栵栵

啓
之
辟
之　
　
　
　
　
　

之
れ
を
啓
き
之
れ
を
辟
く
は

其
檉
其
椐　
　
　
　
　
　

其
の
檉 

其
の
椐

攘
之
剔
之　
　
　
　
　
　

之
れ
を
攘
ひ
之
れ
を
剔
る
は

其
檿
其
柘　
　
　
　
　
　

其
の
檿 

其
の
柘

�

大
雅
・
文
王
之
什
「
皇
矣
」

以
上
は
天
帝
が
文
王
の
聖
徳
を
知
り
、
岐
周
の
地
へ
遷
る
際
、
険
隘

な
岐
周
の
地
が
整
備
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
脩
」
と
「
平
」

の
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
灌
」
と
「
栵栵
」
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
に
つ
い
て
朱
熹
『
詩
集
傳
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

脩
・
平
、
皆
治
之
使
疏
密
正
直
得
宜
也
。
灌
、
叢
生
者
也
。
栵栵
、

並
生
者
也
。

脩
・
平
は
、
皆
之
れ
を
治
め
て
疏
密
正
直
を
し
て
宜
し
き
を
得

し
む
る
な
り
。
灌
は
、
叢
生
す
る
者
な
り
。
栵栵
は
、
並
生
す
る

者
な
り
。

こ
の
朱
熹
の
解
釈
か
ら
も
、
当
該
の
「
脩
」
が
「
脩
治
」
の
意
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
皇
矣
」
の
「
脩
」
例
も
ま
た
価
値
的
な

形
容
語
で
は
な
い
。
た
だ
し
、「
脩
」
の
結
果
と
し
て
「
得
宜
」
が

期
待
さ
れ
る
と
朱
熹
が
解
釈
す
る
点
に
は
注
目
し
た
い
。
当
該
の

「
脩
」
と
い
う
行
為
が
「
得
宜
」
を
導
く
な
ら
ば
、「
脩
長
」
に
み
た
、

内
容
の
充
実
さ
を
示
す
例
と
同
様
に
、「
脩
」
が
冀
求
対
象
と
な
り

得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
脩
治
」
に
分
類
さ
れ
る
例
を
以

下
に
示
す
。

脩
爾
車
馬 

弓
矢
戎
兵　
　

爾
の
車
馬 

弓
矢
戎
兵
を
脩
め

用
戒
戎
作 

用
逷
蠻
方　
　

�

用
て
戎
の
作
る
を
戒
め 

用
て
蠻
方

を
逷と
ほ
ざけ

よ

�

大
雅
・
蕩
之
什
「
抑
」

赫
赫
明
明　
　
　
　
　
　

赫
赫
明
明
と
し
て

王
命
卿
士　
　
　
　
　
　

王 

卿
士
に
命
ず

南
仲
大
祖　
　
　
　
　
　

南
仲
大
祖

大
師
皇
父　
　
　
　
　
　

大
師
皇
父
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整
我
六
師　
　
　
　
　
　

我
が
六
師
を
整
へ

以
脩
我
戎　
　
　
　
　
　

以
て
我
が
戎
を
脩
め
し
む

既
敬
既
戒　
　
　
　
　
　

既
に
敬
し
既
に
戒
め

惠
此
南
國　
　
　
　
　
　

此
の
南
國
を
惠
い
つ
く
しめ

�

大
雅
・
蕩
之
什
「
常
武
」

以
上
「
抑
」
や
「
常
武
」
に
み
ら
れ
る
「
脩
」
も
「
脩
治
」、
つ
ま

り
整
備
の
意
で
捉
え
得
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
②
「
脩
治
」
の

用
例
は
、
対
象
を
も
つ
動
作
と
し
て
表
現
さ
れ
、
①
「
脩
長
」
の
よ

う
な
価
値
的
な
形
容
語
で
は
な
い
。
つ
ま
り『
詩
經
』に
於
い
て「
脩

治
」
に
分
類
し
得
る
「
脩
」
と
「
離
騷
」「
好
脩
」
に
於
け
る
「
脩
」

と
は
、そ
の
表
現
に
於
い
て
は
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
脩
」

自
体
が
冀
求
さ
れ
う
る
、「
宜
」
し
き
結
果
を
導
く
行
為
と
し
て
表

現
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
内
容
に
於
い
て
は
、『
詩
經
』
の
「
脩
治
」

例
と
「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
と
の
間
に
は
共
通
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
③
「
脩
德
」
の
例
を
確
認
す
る
。
こ
の
「
脩
德
」
例
は
『
詩

經
』
中
、
①
「
脩
長
」・
②
「
脩
治
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

唯
一
の
用
例
で
あ
る
。

無
念
爾
祖　
　
　
　
　
　

爾
の
祖
を
念
ふ
無
か
ら
ん
や

聿
脩
厥
德　
　
　
　
　
　

厥
の
德
を
聿の

べ
脩
む

永
言
配
命　
　
　
　
　
　

永
く
言こ
こ

に
命
を
配
し

自
求
多
福　
　
　
　
　
　

自
ら
多
福
を
求
む

殷
之
未
喪
師　
　
　
　
　

殷
の
未
だ
師も
ろ

〻も
ろ

を
喪
は
ざ
り
し
と
き

克
配
上
帝　
　
　
　
　
　

克
く
上
帝
に
配
せ
り

宜
鑒
于
殷　
　
　
　
　
　

宜
し
く
殷
に
鑒
る
べ
し

駿
命
不
易　
　
　
　
　
　

駿
命 

易
か
ら
ず

�

大
雅
・
文
王
之
什
「
文
王
」

当
該
の
「
脩
」
に
つ
い
て
、
箋
に
は
「
王
既
述
脩
祖
德
。（
王 

既
に

祖
の
德
を
述
べ
脩
む
。）」
と
あ
り
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
に
は
、
さ
ら

に
具
体
的
に
「
脩
」
の
内
容
を
示
す
。

言
欲
念
爾
祖
、
在
於
自
修
其
德
、

言
ふ
こ
こ
ろ
は
爾
の
祖
を
念
は
ん
と
欲
す
る
は
、
自
ら
其
の
德

を
修
む
る
に
在
り
、

つ
ま
り
、「
自
修
其
德
」
と
は
、「
念
爾
祖
」
の
条
件
で
あ
る
と
い
え

る
。『
詩
經
』
に
於
け
る
「
脩
」
の
用
例
の
内
、
唯
一
「
脩
長
」「
脩

治
」に
分
類
し
得
な
い
例
で
あ
る
。「
脩
德
」の
例
は
、箋
や
朱
熹『
詩

集
傳
』
の
解
釈
に
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
德
」
と
い
う
目
的
語

を
も
つ
動
作
で
あ
る
。「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
と
「
德
」
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
殷
氏
の
指
摘
に
も
確
認
さ
れ
る
。
殷

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
が
「
德
」

と
関
連
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
雅
・
文
王
之
什
「
文
王
」

に
見
ら
れ
る
「
脩
」
表
現
は
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
と
質
的



楚
辭
「
離
騷
」「
好
脩
」
管
見

三
五

な
類
似
を
認
め
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
德
」
を
対
象

と
す
る
か
否
か
が
「
脩
」
定
義
の
一
つ
の
基
準
と
な
る
と
い
う
質
的

類
似
で
あ
る
。
表
現
の
段
階
で
は
相
違
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現

を
支
え
る
中
核
的
な
要
素
と
し
て
、「
德
」
と
い
う
共
通
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
を

論
証
す
る
用
意
が
な
い
。
特
に
「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
に
つ

い
て
、「
德
」
と
の
関
連
を
確
定
す
る
だ
け
の
準
備
が
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
推
測
を
示
す
に
の
み
留
め
、
別
稿
に
て
検
討
し
た
い
。

　

以
上
、「
離
騷
」
に
先
行
す
る
『
詩
經
』
に
み
た
「
脩
」
の
用
例

に
つ
い
て
ま
と
め
る
。『
詩
經
』
中
の
全
十
例
の
「
脩
」
の
内
、①
「
脩

長
」
類･･･

三
例
、
②
「
脩
治
」
類･･･
六
例
、
③
「
脩
德
」
類

･･･

一
例
、
と
な
る
。
そ
の
内
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
の
よ

う
な
、
価
値
的
な
形
容
語
と
な
り
得
る
の
は
、
①
「
脩
長
」
類
の
内
、

「
六
月
」「
韓
奕
」
の
二
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
例
も
充
実
さ
を
表
現

す
る
「
脩
」
で
あ
り
、
示
さ
れ
る
価
値
も
「
離
騷
」
の
例
と
共
通
の

要
素
を
含
む
と
考
え
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
二
例
は
共
に「
四

牡
」
の
充
実
を
示
し
た
「
脩
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
独

自
性
を
主
張
す
る
「
離
騷
」
中
の
「
好
脩
」
表
現
と
は
必
ず
し
も
一

致
し
な
い
。
ま
た
、「
脩
德
」
表
現
の
例
と
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」

表
現
と
は
、「
德
」
を
共
通
す
る
要
素
と
し
て
関
連
す
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
現
段
階
で
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
準
備
は
な

い
。
こ
こ
ま
で
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
と
、『
詩
經
』
の
「
脩
」

表
現
と
を
比
較
し
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
が
特
異
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
ま
で
も
、『
詩
經
』
の
「
脩
」
表
現
と
は
異
質
で
あ
る

こ
と
の
傍
証
は
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
項
で
は
、「
離
騷
」
以

外
の
楚
辭
諸
篇
を
対
象
に
「
脩
」
の
検
討
を
進
め
る
。

五
、
楚
辭
諸
篇
に
於
け
る
「
脩
」
義

　

こ
こ
で
は
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
の
用
例
を
確
認
し
た

上
で
、
価
値
的
な
形
容
語
と
し
て
の
楚
辭
他
篇
に
於
け
る
「
脩
」
用

例
を
検
討
す
る
。

　
「
離
騷
」
に
於
け
る
「
脩
」
の
用
例
は
、「
脩
能
」・「
靈
脩
」（
三
例
）・

「
脩
名
」・「
前
脩
」（
二
例
）・「
好
脩
姱
」・「
脩
吾
初
服
」・「
好
脩
」（
五

例
）・「
脩
遠
」（
三
例
）・「
蹇
脩
」・「
信
脩
」
な
ど
多
様
で
あ
る
。

以
上
か
ら
は
、前
項
で
確
認
し
た
『
詩
經
』
と
比
べ
、「
脩
○
」
や
「
○

脩
」
な
ど
、「
離
騷
」
に
至
っ
て
「
脩
」
用
例
の
幅
の
拡
大
が
明
確

に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
「
離
騷
」
の
「
脩
」
表
現
の
独
自

性
を
看
取
し
得
よ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
用
例
を
一
様

に
確
認
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
特
に
「
好
脩
」
の
用
例
を
確

認
し
た
い
。「
離
騷
」「
脩
」
に
つ
い
て
は
、「
美
」
と
対
置
さ
れ
る

語
と
し
て
、
嘗
て
拙
稿
に
於
い
て
些
か
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る（
９
）。

い
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ず
れ
の
例
に
於
い
て
も
、
基
本
的
に
「
脩
」
と
は
「
余
」
の
冀
求
対

象
と
言
え
よ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、本
稿
で
は
、ひ
と
ま
ず
「
好

脩
」
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。

ａ
「
獨
」
の
表
白
と
し
て
の
「
好
脩
」
―
「
離
騷
」
の
例

　
「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
表
現
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
他

者
と
の
区
別
、
換
言
す
れ
ば
「
獨
」
の
表
白
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ

れ
は
以
下
の
例
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。

民
生
各
有
所
樂
兮　
　
　

民
生 
各
〻
樂こ
の

む
所
有
り

余
獨
好
脩
以
爲
常　
　
　

余 

獨
り
脩
を
好
ん
で
以
て
常
と
爲
す

以
上
は
先
に
も
引
用
し
た
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
民
生
」
に
対
し

て
「
獨
」
で
あ
る
要
素
と
し
て
、「
好
脩
」
が
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま

り
「
余
」
の
「
獨
」
の
表
白
に
於
い
て
、「
好
脩
」
が
自
他
を
区
別

す
る
特
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
好
脩
」と
は
、「
余
」

の
独
自
性
を
担
保
す
る
表
現
で
あ
り
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
文
学

的
個
性
」
の
発
現
に
於
い
て
、
重
要
な
表
現
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性

が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
好
脩
」
表
現
に
対
し
て
、「
離
騷
」
受
容

者
は
「
文
学
的
個
性
」
を
見
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
の
「
獨
」
の
表
白
と
し
て
の
「
脩
」
冀
求
の
表
現
は
、
先
に
も
確

認
し
た
よ
う
に
『
詩
經
』
に
は
看
取
さ
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
集
団
か
ら
発
生
し
た
『
詩
經
』
と
「
文
学
的
個
性
」
を
有

す
る
で
あ
ろ
う
「
離
騷
」
と
に
は
、「
好
脩
」
表
現
と
い
う
一
点
か

ら
見
て
も
、
性
質
の
相
違
を
指
摘
し
得
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
性
質

の
相
違
が
、「
属
人
的
個
性
」
と
の
結
合
や
「
文
学
的
個
性
」
発
現

の
有
無
と
い
う
点
で
、『
詩
經
』
と
楚
辭
と
を
区
分
す
る
要
因
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
想
定
す
る
。以
上
は
仮
説
に
留
ま
る
が
、

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
も
「
好
脩
」
が
「
離
騷
」
の
独
自
性
の
検
討

に
於
い
て
、
重
要
な
表
現
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
以
下
に
蒋
驥

『
山
帶
閣
注
楚
辭
』
に
於
け
る
、「
好
脩
」
対
す
る
注
目
す
べ
き
指
摘

を
挙
げ
る
。

蓋
通
篇
以
好
脩
爲
綱
領
、
以
從
彭
咸
爲
結
穴
。
自
篇
首
至
「
衆

芳
蕪
穢
」、
序
其
以
好
脩
而
獲
罪
也
、
自
「
衆
皆
競
進
」
至
「
前

聖
所
厚
」、
序
獲
罪
而
不
改
其
脩
也
。

（
中
略
）

　

篇
中
曰
「
好
脩
」、
曰
「
脩
能
」、
曰
「
脩
名
」、
曰
「
前
脩
」、

曰
「
脩
初
服
」、
曰
「
信
脩
」、
脩
字
凡
十
一
見
、
首
尾
照
應
、

眉
目
瞭
然
、
絶
非
牽
附
之
見
。
蓋
好
脩
者
其
學
也
、
爲
彭
咸
者

其
忠
也
、
不
知
好
脩
者
、
固
不
能
爲
彭
咸（

（1
（

。

蓋
し
篇
を
通
じ
て
好
脩
を
以
て
綱
領
と
爲
し
、
彭
咸
に
從
ふ
を

以
て
結
穴
と
爲
さ
ん
。
篇
首
よ
り
「
衆
芳
蕪
穢
」
に
至
る
ま
で
、

其
れ
好
脩
を
以
て
し
て
罪
を
獲
る
を
序
べ
、「
衆
皆
競
進
」
よ

り
「
前
聖
所
厚
」
に
至
る
ま
で
、
罪
を
獲
れ
ど
も
其
の
脩
を
改
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め
ざ
る
を
序
ぶ
。

（
中
略
）

　

篇
中
に
「
好
脩
」
と
曰
ひ
、「
脩
能
」
と
曰
ひ
、「
脩
名
」
と

曰
ひ
、「
前
脩
」
と
曰
ひ
、「
脩
初
服
」
と
曰
ひ
、「
信
脩
」
と

曰
ひ
、
脩
の
字
凡
そ
十
一
た
び
見
は
る
、
首
尾
照
應
し
て
、
眉

目
瞭
然
た
り
、
絶
え
て
牽
附
の
見
に
非
ず
。
蓋
し
好
脩
と
は
其

れ
學
な
り
、
彭
咸
と
爲
る
と
は
其
れ
忠
な
り
、
好
脩
を
知
ら
ざ

る
者
は
、
固
に
彭
咸
と
爲
る
能
は
ず
。

蒋
驥
は
「
離
騷
」
全
体
の
綱
領
は
「
好
脩
」
で
あ
る
と
述
べ
、「
離
騷
」

に
於
け
る
「
好
脩
」
の
重
要
性
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
「
離
騷
」

と
は
、「
好
脩
」
で
あ
る
が
た
め
に
「
獲
罪
」
す
る
も
、「
其
脩
」
を

改
め
な
い
部
分
に
全
体
の
綱
領
が
あ
る
と
、
蒋
驥
は
読
み
取
る
の
で

あ
る
。
楚
辭
に
対
す
る
諸
家
の
注
釋
に
於
い
て
、「
好
脩
」
に
対
し

て
全
体
を
通
し
た
綱
領
を
見
出
し
た
者
は
、
管
見
の
限
り
蒋
驥
の
ほ

か
に
見
当
た
ら
な
い
。
蒋
驥
の
以
上
の
指
摘
は
、「
離
騷
」
解
釈
に

於
け
る
「
好
脩
」
表
現
検
討
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。

　

次
に
、「
余
獨
好
脩
以
爲
常
」
の
例
と
同
様
に
「
獨
」
の
表
白
と

し
て
の
「
好
脩
」
の
例
を
挙
げ
る
。

汝
何
博
謇
而
好
脩
兮　
　

汝 

何
ぞ
博
謇
と
し
て
脩
を
好
み

紛
獨
有
此
姱
節　
　
　
　

紛
と
し
て
獨
り
此
の
姱
節
有
る
や

右
は
「
女
嬃嬃
」
か
ら
「
余
」
へ
の
呵
問
の
様
式
を
と
っ
た
警
告
の
一

部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
好
脩
」
で
あ
り
「
有
姱
節
」
で
あ
る
か
ら
、

「
余
」
は
他
者
と
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ

に
続
く
次
の
句
に
も
他
者
と
相
容
れ
な
い
「
獨
」
な
る
「
余
」
が
表

現
さ
れ
る
。

薋
菉
葹
以
盈
室
兮　
　
　

薋
・
菉
・
葹
以
て
室
に
盈
て
る
に

判
獨
離
而
不
服　
　
　
　

判
と
し
て
獨
り
離
れ
て
服
せ
ざ
る

衆
不
可
戶
說
兮　
　
　
　

衆
は
戶
ご
と
に
說
く
べ
か
ら
ず

孰
云
察
余
之
中
情　
　
　

孰
か
云
に
余
の
中
情
を
察
せ
ん

世
並
舉
而
好
朋
兮　
　
　

世
並
び
に
舉
つ
て
朋
を
好
め
る
に

夫
何
煢
獨
而
不
予
聽　
　

夫
れ
何
ぞ
煢
獨
に
し
て
予
に
聽
か
ざ
る

「
薋
菉
葹
」
と
は
、
い
ず
れ
も
悪
草
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
「
余
」

は
「
獨
」
り
離
れ
る
。
悪
草
は
自
己
と
相
容
れ
な
い
対
象
を
象
徴
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
俗
」
や
「
衆
」
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
於
い
て
既
に
指
摘
し
た（

（1
（

。
こ
こ
で
は「
好
朋
」

と「
好
脩
」と
が
対
照
的
に
示
さ
れ
る
。「
好
朋
」と
は
朋
党
を
好
み
、

「
衆
」
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
。
一
方
「
好
脩
」
で
あ
れ
ば
、「
離

騷
」
に
於
い
て
は
「
煢
獨
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
王
逸
『
楚
辭
章
句
』

で
は
、「
煢
獨
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る（

（1
（

。

焭
、
孤
也
。
詩
曰
「
哀
此
焭
獨
。」
言
世
俗
之
人
、
皆
行
佞
僞
、

相
與
朋
黨
、
並
相
薦
舉
。
忠
直
之
士
、
孤
焭
特
獨
、
何
肯
聽
用

我
言
而
納
受
之
也
。
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焭
は
、
孤
な
り
。
詩
に
曰
く
、「
哀
し
此
の
焭
獨
」
と
。
言
ふ

こ
こ
ろ
は
、
世
俗
の
人
、
皆
佞
僞
を
行
ひ
て
、
相
與
に
朋
黨
し
、

並
び
に
相
薦
舉
す
。
忠
直
の
士
は
、
孤
焭
特
獨
に
し
て
、
何
ぞ

肯
て
我
が
言
を
聽
用
し
て
、
之
れ
を
納
受
せ
ん
や
、
と
。

王
逸
の
指
摘
す
る
「
孤
焭
特
獨
」
た
る
「
余
」
と
は
、「
世
俗
之
人
」

と
は
異
な
り
、「
皆
行
佞
僞
、
相
與
朋
黨
、
並
相
薦
舉
。」
の
よ
う
な

行
為
は
働
か
な
い
。
そ
れ
は
、「
余
」
が
自
己
の
「
脩
」
を
貫
く
こ

と
に
よ
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
脩
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
皆

行
佞
僞
、
相
與
朋
黨
、
並
相
薦
舉
」
を
働
く
こ
と
と
は
、
乖
離
し
た

状
態
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。以
上
に
確
認
し
た
の
は
、「
好
脩
」

が
「
獨
」
の
表
白
と
な
る
例
で
あ
る
。「
離
騷
」
に
於
い
て
、「
好
脩
」

と
は
自
己
と
他
者
と
の
区
分
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
皆
行
佞
僞
、
相

與
朋
黨
、並
相
薦
舉
」
を
働
く
よ
う
な
他
者
と
は
相
容
れ
な
い
「
余
」

は
、必
然
的
に
「
獨
」
と
な
る
。
換
言
す
る
と
、「
余
」
に
と
っ
て
は
、

相
容
れ
な
い
他
者
し
か
存
在
し
な
い
「
離
騷
」
に
於
い
て
は
、「
獨
」

で
あ
る
こ
と
と「
好
脩
」で
あ
る
こ
と
と
が
一
致
す
る
。
そ
れ
は「
莫

好
脩
」
を
原
因
と
し
て
「
芳
草
」
が
悪
草
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
、

以
下
の
句
か
ら
も
逆
説
的
に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

蘭
芷
變
而
不
芳
兮　
　
　

蘭
芷 

變
じ
て
芳
し
か
ら
ず

荃
蕙
化
而
爲
茅　
　
　
　

荃
蕙 

化
し
て
茅
と
爲
る

何
昔
日
之
芳
草
兮　
　
　

何
ぞ
昔
日
の
芳
草

今
直
爲
此
蕭
艾
也　
　
　

今
直
ち
に
此
の
蕭
艾
と
爲
れ
る

豈
其
有
他
故
兮　
　
　
　

豈
に
他
故
有
ら
ん
や

莫
好
脩
之
害
也　
　
　
　

脩
を
好
む
莫
き
の
害
な
り

こ
こ
で
は
、「
蘭
芷
」
や
「
荃
蕙
」
と
い
っ
た
芳
草
か
ら
「
茅
」
や
「
蕭

艾
」
へ
の
化
の
理
由
を
、
他
で
は
な
く
「
莫
好
脩
之
害
」
で
あ
る
と

す
る
。
つ
ま
り
、「
好
脩
」で
あ
れ
ば
、芳
草
は
悪
草
へ
と
化
さ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
朱
熹
『
楚
辭

集
注
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る（

（1
（

。

蕭
艾
、
賤
草
、
亦
以
喻喻
不
肖
。
世
亂
俗
薄
、
士
無
常
守
、
乃
小

人
害
之
、
而
以
爲
「
莫
如
好
修
之
害
」
者
、
何
哉
。
蓋
由
君
子

好
脩
、
而
小
人
嫉
之
、
使
不
容
於
當
世
、
故
中
材
以
下
、
莫
不

變
化
而
從
俗
。
則
是
其
所
以
致
此
者
、
反
無
有
如
好
脩
之
爲
害

也
。
東
漢
之
亡
、
議
者
以
爲
黨
錮
諸
賢
之
罪
、
蓋
反
其
詞
以
深

悲
之
、
正
屈
原
之
意
也
。

蕭
艾
は
、
賤
草
な
り
。
亦
た
以
て
不
肖
に
喻喻
ふ
。
世
亂
れ
俗
薄

く
、
士
に
常
の
守
無
し
。
乃
ち
小
人
之
れ
を
害
す
。
而
し
て
以

爲
へ
ら
く
「
莫
如
好
修
之
害
」
と
は
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
君
子
の

好
脩
、
而
し
て
小
人
之
れ
を
嫉
み
て
、
當
世
に
容
れ
ざ
ら
し
む

る
に
由
る
。
故
に
中
材
以
下
、
變
化
し
て
俗
に
從
は
ざ
る
こ
と

莫
け
れ
ば
、
則
ち
是
れ
其
の
此
れ
を
致
す
所
以
の
者
は
、
反
つ

て
好
脩
の
害
を
爲
す
が
ご
と
く
な
る
こ
と
有
る
無
き
な
り
。
東
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漢
の
亡
、
議
す
る
者
、
以
て
黨
錮
諸
賢
の
罪
と
爲
す
は
、
蓋
し

其
の
詞
を
反
し
て
、
以
て
深
く
之
れ
を
悲
し
む
、
正
に
屈
原
の

意
な
ら
ん
。

朱
熹
は
以
上
の
よ
う
に
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
を
並
べ
て
、「
好
脩
」

と
そ
れ
以
外
を
区
別
す
る
。「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
は
、
勿
論
互

い
に
相
容
れ
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「
離
騷
」
に
於
け
る

「
好
脩
」
と
は
、「
余
」
に
と
っ
て
の
「
獨
」
の
表
白
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
朱
熹
の
語
に
注
目
す
る
と
、「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
の

差
は
、「
化
」
す
る
か
否
か
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
離
騷
」
に
於
い
て

は
「
化
」
す
る
者
は
「
好
脩
」
な
る
者
と
は
い
え
な
い
。

ｂ
「
九
章
」
に
み
え
る
共
通
要
素

　
「
九
歌
」
に
於
い
て
「
脩
」
の
用
例
を
確
認
す
る
と
、唯
一
「
山
鬼
」

に
「
靈
脩
」
の
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。「
天
問
」
に
「
脩
」
の
用

例
は
な
い
。「
九
章
」
に
は
、四
例
確
認
さ
れ
る
。「
離
騷
」（
十
八
例
）

と
比
較
す
る
と
そ
の
数
に
は
些
か
開
き
が
あ
る
。「
脩
」
の
表
現
は
、

楚
辭
文
藝
に
於
け
る
特
質
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、「
離
騷
」
に
於

け
る
特
質
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
出
現
数

の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、「
九
章
」
に
於
け
る
「
脩
」
の
用
例
の
検

討
か
ら
も
指
摘
し
得
る
。「
哀
郢
」
に
は
「
脩
美
」
と
表
現
さ
れ
る

例
が
あ
る
。

憎
慍
惀惀
之
脩
美
兮　
　
　

慍
惀惀
の
脩
美
を
憎
み

好
夫
人
之
忼
慨　
　
　
　

夫
の
人
の
忼
慨
を
好
み
す

衆
踥
蹀
而
日
進
兮　
　
　

衆
は
踥踥
蹀
と
し
て
日
に
進
み

美
超
遠
而
逾
邁　
　
　
　

美
は
超
遠
に
し
て
逾
邁
す

こ
の
「
脩
美
」
は
明
ら
か
に
価
値
的
な
形
容
語
で
あ
る
。「
離
騷
」

に
於
け
る「
内
美
」「
脩
能
」を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
と
り
、

「
離
騷
」の
よ
う
に「
衆
」と
い
う
他
者
と
の
対
比
を
描
く
。
こ
の「
脩

美
」
に
つ
い
て
各
注
釈
に
於
い
て
も
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
脩
」

と
同
様
、
詳
細
な
言
は
付
さ
れ
な
い
。「
離
騷
」
の
用
例
の
域
を
出

な
い
表
現
で
あ
り
、
価
値
的
な
形
容
語
と
し
て
の
要
素
を
「
離
騷
」

と
共
有
す
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」

を
基
準
と
し
た
他
者
と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
「
獨
」
の
表
白
と
い
う

表
現
が「
九
章
」に
も
看
取
さ
れ
る
。「
九
章
」の
用
例
の
検
討
に
よ
っ

て
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
脩
」
表
現
と
共
通
す
る
要
素
が
確
認
で

き
る
。

　

次
の
「
抽
思
」
の
例
も
ま
た
「
離
騷
」
と
共
通
の
表
現
で
あ
る
。

憍
吾
以
其
美
好
兮　
　
　

吾
に
憍
る
に
其
の
美
好
を
以
て
し

覽
余
以
其
脩
姱　
　
　
　

余
に
覽し
め

す
に
其
の
脩
姱
を
以
て
し

與
余
言
而
不
信
兮　
　
　

余
と
言
ひ
て
信
な
ら
ざ
る
は

蓋
爲
余
而
造
怒　
　
　
　

�

蓋
し
余
が
爲
に
し
て
怒
り
を
造
せ
ば



四
〇

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

な
り

「
脩
姱
」
の
語
は
「
離
騷
」
に
も
確
認
で
き
る（

（1
（

。
こ
こ
ま
で
に
確
認

し
た
例
と
は
異
な
り
、「
余
」
自
身
の
「
脩
」
で
は
な
く
、「
君
」
の

「
脩
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
離
騷
」
に
は
「
靈
脩
」
と
い
う

語
で
「
余
」
以
外
を
示
す
表
現
が
あ
る
。「
抽
思
」
に
み
ら
れ
る
例

も
や
は
り
、「
離
騷
」
の
「
脩
」
表
現
の
域
を
出
な
い
。
先
の
「
哀
郢
」

に
み
た
例
で
も
同
様
で
あ
る
が
、「
美
」
と
「
脩
」
と
の
関
連
が
強

調
さ
れ
る
点
も
「
離
騷
」
と
共
通
す
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

六
、
小
結

　

以
上
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
理
解
の
た
め
に
検
討
を
進
め
て
き

た
が
、こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
小
結
と
し
た
い
。
ま
ず
、

第
一
の
比
較
対
象
と
し
て
先
秦
の
諸
子
文
献
に
「
好
脩
」
の
例
を
と

り
、『
荀
子
』
に
検
討
を
加
え
た
。『
荀
子
』
の
用
例
は
、「
離
騷
」

と
は
異
な
り
、
価
値
的
な
形
容
語
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
、「
好
脩
」
と
非
「
好
脩
」
と
を
軸
と
し
た
対
比
表

現
に
着
眼
し
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
表
現
と
の
共
通
点
を

指
摘
し
た
。

　

次
に
『
詩
經
』
を
対
象
と
し
て
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」

表
現
と
の
比
較
を
行
っ
た
。『
詩
經
』
に
於
け
る
「
脩
」
を
①
「
脩
長
」

②
「
脩
治
」
③
「
脩
徳
」
の
三
つ
に
分
類
し
、
①
「
脩
長
」
に
「
離

騷
」
と
共
通
す
る
、価
値
的
な
形
容
語
と
し
て
の
性
質
を
指
摘
し
た
。

ま
た
「
德
」
に
基
づ
い
て
、『
詩
經
』
の
一
部
の
「
脩
」
と
「
離
騷
」

の
「
好
脩
」
と
が
表
現
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
両
者

の
「
脩
」
表
現
に
は
相
違
が
あ
り
、
そ
の
相
違
こ
そ
が
『
詩
經
』
に

対
す
る
「
離
騷
」
の
独
自
性
を
示
す
可
能
性
を
想
定
し
た
。

　

最
後
に
「
離
騷
」
と
楚
辭
他
篇
と
を
対
象
に
、「
好
脩
」
表
現
に

検
討
を
加
え
た
。「
離
騷
」
に
於
け
る
「
好
脩
」
表
現
に
は
、
他
者

と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
「
獨
」
の
表
白
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。
ま
た
、「
通
篇
以
好
脩
爲
綱
領
」
と
い
う
蒋
驥
の
「
離
騷
」

読
解
の
認
識
を
紹
介
し
、「
好
脩
」
表
現
の
検
討
の
意
義
に
つ
い
て
、

そ
の
傍
証
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、「
獨
」
の
表
白
と
い
う
「
脩
」
の

要
素
が
、「
九
章
」
の
用
例
な
ど
と
共
通
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

本
稿
に
於
け
る
検
討
か
ら
、「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
が
「
離
騷
」

全
体
の
綱
領
た
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
「
好
脩
」
表
現
の

重
要
な
要
素
は
「
獨
」
の
表
白
に
あ
る
こ
と
、
先
行
す
る
文
献
に
於

い
て
「
離
騷
」
の
「
好
脩
」
表
現
と
一
部
は
同
質
で
あ
り
つ
つ
も
、

全
く
同
様
の
例
は
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
ま
た

「
德
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
課
題
が

遺
っ
た
。

　

以
上
に
よ
り
、「
離
騷
」
に
於
け
る
「
文
学
的
個
性
」
の
一
端
が
、
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「
好
脩
」
表
現
と
し
て
発
現
す
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
好
脩
」
は
「
余
」
と
他
者
と
の
区
別

を
明
確
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
好
脩
」
の
表
白
は
、「
離
騷
」
に

於
い
て
は
「
獨
」
の
表
白
と
な
る
。
こ
こ
に
、「
離
騷
」
に
於
け
る

他
者
に
対
す
る
個
別
性
・
特
異
性
が
現
れ
、「
文
学
的
個
性
」
の
発

露
へ
と
連
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
「
好
脩
」
表
現
の
検
討
を
通
し
て
、「
俗
」
や
「
獨
」
な
ど
、

こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
表
現
と
の
関
連
も
窺
わ
れ
た
。「
離

騷
」
に
於
け
る
「
文
学
的
個
性
」
に
対
す
る
、
よ
り
精
確
な
定
義
に

向
け
て
、
今
後
は
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
た
各
表
現
を
分
類
・
総
合

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

今
回
は
「
好
脩
」
の
用
例
を
先
秦
諸
子
文
献
に
見
た
が
、『
荀
子
』

の
二
例
に
留
ま
り
、
対
象
が
か
な
り
限
定
さ
れ
た
憾
み
が
あ
る
。
改

め
て
諸
子
文
献
の
「
脩
」
の
み
の
用
例
の
確
認
や
、
経
書
に
見
ら
れ

る
用
例
と
の
比
較
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
今
回
は
先
行
す

る
文
献
と
し
て
『
詩
經
』
を
取
り
上
げ
た
が
、『
古
謡
諺
』
や
出
土

資
料
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
言
辞
も
、
比
較
対
象
と
し
て
組
み
入
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
全
て
今
後
の
課
題
と
し
、
本

稿
で
は
擱
筆
す
る
。

注（
１
）	こ
の
他
に
徐
志
嘯
氏
「
論
屈
原
的
〝
好
修
〟—

—

讀
《
離
騷
》
札
記
」（『
求

索
』・
湖
南
省
社
会
科
学
院
・
一
九
八
九
年
・
第
一
期
）
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
論
稿
で
は
、
殷
氏
の
論
稿
同
様
、「
離
騷
」
中
の
「
脩
」
字
を
用
例
ご
と

に
定
義
さ
れ
る
。

（
２
）	殷
氏
の
表
記
に
従
い
、
当
該
論
稿
の
紹
介
部
分
に
於
い
て
は
「
修
」
で
表

記
を
統
一
す
る
。

（
３
）	以
下
『
荀
子
』
の
底
本
に
は
、『
荀
子
集
解
』（
王
先
謙
撰
・
中
華
書
局
新

編
諸
子
集
成
・
一
九
八
八
年
）
を
使
用
し
た
。

（
４
）	王
先
謙
は
「
民
德
、
言
不
知
禮
義
也
。」
と
す
る
。

（
５
）	『
荀
子
』
と
「
離
騷
」
と
に
於
け
る
表
現
語
彙
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
前
掲

の
拙
稿
「
楚
辭
「
離
騷
」「
俗
」
義
初
探
」
に
於
い
て
少
し
く
指
摘
し
た
。

（
６
）	盧
文
弨
曰
、
案
「
循
正
」
本
卷
前
作
「
修
正
」、
似
「
修
」
字
是
。

（
７
）	以
下
『
詩
經
』
の
底
本
に
は
、『
毛
詩
正
義
』（
重
栞
宋
本
十
三
經
注
疏
附

校
勘
記
・
藝
文
印
書
館
・
一
九
七
九
年
七
版
）
を
使
用
し
、『
毛
詩
正
義
（
十
三

經
注
疏
）』（
北
京
大
學
出
版
社
・
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
８
）	以
下
朱
熹
『
詩
集
傳
』
の
底
本
に
は
、『
詩
集
傳
』（
朱
熹
集
註
・
臺
灣
中

華
書
局
・
一
九
九
六
年
十
二
版
）
を
使
用
し
た
。

（
９
）	拙
稿
「
楚
辭
「
離
騷
」
の
「
美
」
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
中
國
學
會
報
第

六
十
六
輯
』・
國
學
院
大
學
中
國
學
會
・
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）
に
於
い
て
、

筆
者
は
「
内
美
」
と
「
脩
能
」
に
つ
い
て
、
両
者
の
相
違
を
述
べ
た
。
当
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該
の
論
稿
で
は
、「
脩
」
を
自
意
に
拠
っ
て
後
天
的
に
身
に
つ
け
る
も
の
と

想
定
し
た
。

（
10
）	底
本
に
は
、
楚
辭
要
籍
叢
刊
『
山
帶
閣
注
楚
辭
』（
蒋
驥
撰
・
上
海
古
籍
出

版
社
・
二
〇
一
九
年
）
を
使
用
し
た
。
当
該
の
指
摘
は
、「
楚
辭
餘
論
卷
上
」

「
離
騷
」
に
確
認
で
き
る
。

（
11
）	拙
稿
「
楚
辭
「
離
騷
」「
俗
」
義
初
探
」（『
國
學
院
中
國
學
會
報
第
六
十
七

輯
』・
國
學
院
大
學
中
國
學
會
・
二
〇
二
一
年
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）	底
本
に
は
、
楚
辭
要
籍
叢
刊
『
楚
辭
補
注
』（
洪
興
祖
撰
・
上
海
古
籍
出
版

社
・
二
〇
一
五
年
）
を
使
用
し
た
。

（
13
）	底
本
に
は
、
楚
辭
要
籍
叢
刊
『
楚
辭
集
注
』（
朱
熹
撰
・
上
海
古
籍
出
版
社
・

二
〇
一
五
年
）
を
使
用
し
た
。

（
14
）	長
太
息
以
掩
涕
兮　

哀
民
生
之
多
艱　

余
雖
好
脩
姱
以
鞿
羈
兮　

謇
朝
誶

而
夕
替

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
好
脩
、
獨
、
離
騷
、
荀
子
、
詩
經


